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第１ 概 況 

 

１ 管内の概況 

（人口・地勢） 

   当健康福祉事務所の管轄区域は、本県東南部を中心とする湖南地域の草津市、守山市、

栗東市、野洲市の４市であり、面積は２０６．６８k ㎡と本県面積の約５％を占めてい

る。 

 人口は、３３９，４０８人（平成２９年１０月１日滋賀県推計人口）と県全体の２４

％余りを占め、滋賀県の中でもとりわけ人口が増加している地域である。 

 当地域は古くより交通の要衝として位置づけられてきたが、新名神高速道路の開通によ

り各地からのアクセスが便利になり、国道１号、８号および名神高速道路等の基幹道路、

ＪＲ琵琶湖線や東海道新幹線が走行する等、交通インフラに恵まれているため、商・工

業振興の牽引的役割を果たすとともに都市化にともなう京阪神のベッドタウンの役割を

も担っている。 

  また、古墳群や寺院など多くの史跡・文化財が存在するなど、早くから開けたところ

であり、豊かな自然と歴史文化に育まれた環境のなかで大学や研究機関の集約とあいま

って大いに発展が期待される地域である。 

 

２  沿  革 

  昭和１９年１０月 １日 滋賀県立草津保健所を栗太郡草津町に設置。 

  昭和２５年１０月２７日 栗太郡草津町元町三丁目に新庁舎竣工（Ｃ級保健所）。 

  昭和３０年 ９月 １日 県立保健所に課制施行（庶務課、保健衛生課）。 

  昭和３６年 ４月 １日  保健所の型別・人口別分類によりＲ４となる。 

  昭和３７年 ４月 １日  庶務課、保健課、衛生課の３課制施行。 

  昭和４０年 ４月 １日 管内人口増加によりＲ３となる。 

  昭和４１年１０月２８日 草津市草津三丁目字込田 572ー1 に新庁舎建設起工。 

  昭和４２年 ４月 １日 庶務課、保健予防課、衛生課の３課制となる。 

  昭和４２年 ４月２０日 草津市草津三丁目に新庁舎竣工。 

  昭和４４年 ４月 １日 条例改正により滋賀県草津保健所と改称する。 

  昭和４９年 ４月 １日 保健所機構の一部改正により、次長制がしかれ、庶務課、             

保健予防課、衛生課、検査課の４課制となる。 

  昭和５１年 ４月 １日 管内人口増加によりＵＲ３（中間型）となる。 

  昭和５２年 ４月 １日 保健所機構の一部改正により、環境公害課新設。 

  昭和５７年 ６月３０日 管内人口増加によりＵＲ２となる。 

  平成 元年１２月 １日 草津市草津三丁目 14ー75 に新庁舎建設竣工。 

  平成 ４年 ４月 １日 行政組織改正により、環境公害課が環境保全課に、検査課             

が検査室となる。 

  平成 ９年 ４月 １日 行政組織改正により、保健福祉推進担当、庶務課、健康増             

進課、生活衛生課、検査課の組織となる。 
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  平成１０年 ４月 １日 行政組織改正により、草津保健所と湖南福祉事務所（草津             

県事務所福祉課）が統合し、滋賀県草津健康福祉センター             

となり、健康福祉課、福祉課、健康増進課、生活衛生課、             

検査課の５課体制となる。 

  平成１３年 ４月 １日 行政組織改正により、湖南地域振興局地域健康福祉部（草             

津保健所）となり、総務調整課、健康福祉推進課、生活衛             

生課の３課制となる。 

  平成１６年１０月 １日 福祉事務所業務を野洲市に移管。 

 平成１７年 ４月 １日 行政組織改正により、南部振興局地域健康福祉部（草津保             

健所）となり、健康福祉推進課、生活衛生課の２課体制と             

なる。 

 平成１７年 ７月 １日 組織改編により、生活衛生課検査担当が衛生科学センター             

に統合される。 

 平成１８年 ４月 １日 行政組織改正により、保健福祉課、健康衛生課の組織とな             

る。 

 平成２１年 ４月 １日 行政組織改正により、南部健康福祉事務所（草津保健所）             

となる。 

 平成２５年 ４月 １日 行政組織改正により、２課体制が廃止となる。 

 

平成２８年 ４月 １日 行政組織改正により、４係体制となる。 

 ３  管内市区画図  
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４ 組織の概況  
 

（１） 業務体系（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

 

所 長     次 長 

  （保健所長）   （保健所次長） 

 

 

                         ・所内予算経理に関すること 
・医療従事者および栄養士等の免許関係に関すること 
・献血および薬物乱用の啓発に関すること 
・病院・診療所等医療機関等の許可、届出、指導 
に関すること 

・健康危機管理に関すること 
・災害医療体制に関すること 
・医療・保健・福祉の情報、統計、調査に関すること 
・戦傷病者援護に関すること 
・身体障害者手帳に関すること 
・知的障害者手帳に関すること 
・被爆者援護に関すること 

 

                      ・健康づくりに関すること 
・歯科保健に関すること 
・市保健事業等の支援に関すること 
・医療福祉の連携・推進、総合調整に関すること 
・高齢者、認知症対策に関すること 
・介護保険法の施行に関すること 
・栄養改善に関すること 
・食育推進に関すること 
・調理師・ふぐ調理師試験に関すること 
・地域リハビリテーションの推進に関すること 
・たばこ対策に関すること 
 

                      ・社会福祉事業に関すること 
                      ・民生・児童委員に関すること 

・青少年育成に関すること 
・児童福祉に関すること 
・エイズ・結核等の感染症予防に関すること 
・精神保健福祉に関すること 
・不妊治療助成事業に関すること 
・難病対策に関すること 
・母子保健に関すること 
・特定疾患に関すること 
・石綿救済法に関すること 
・小児慢性特定疾患に関すること 
・臓器移植に関すること 
・ハンセン病に関すること 
 

                      ・食品衛生に関すること 
・狂犬病等の予防等に関すること 
・毒物及び劇物に関すること 
・理美容・クリーニング業に関すること 
・特定建築物・ビル管理登録に関すること 
・旅館業・興行業及び公衆浴場に関すること 

総 務 係 

地域保健福祉係 

医療福祉連携係 

生 活 衛 生 係 



(2) 職種別職員配置数　（合計２５名）　                                        

 （平成２９年４月１日現在）

総
数

事
務
職
員
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師

歯
科
医
師

獣
医
師

薬
剤
師

保
健
師

管
理
栄
養
士

歯
科
衛
生
士

診
療

放
射
線
技
師

看
護
師

所 長 1 - 1 - - - - - - - -

次 長 1 - - - - - 1 - - - -

（ 総 務 係 ） 3

主 幹 1 1 - - - - - - - - -

主 事 1 1 - - - - - - - - -

技 師 1 - 1 - - - - - - - -

（医療福祉連携係） 6

主 幹 1 - - - - - 1 - - - -

副 主 幹 1 - - - - - - - 1 - -

主 査 1 - - - - - 1 - - - -

管 理 栄 養 士 1 - - - - - - 1 - - -

歯 科 衛 生 士 1 - - - - - - - 1 - -

主 事 1 1 - - - - - - - - -

（地域保健福祉係） 10

副 参 事 1 - - - - - - - - 1 -

副 主 幹 1 1 - - - - - - 1 - -

管 理 栄 養 士 1 - - - - - - 1 - - -

主 任 保 健 師 3 - - - - - 3 - - - -

保 健 師 3 - - - - - 3 - - - -

主 事 1 1 - - - - - - - - -

（ 生 活 衛 生 係 ） 5

参 事 1 - - - - 1 - - - - -

副 参 事 1 - - - 1 - - - - - -

副 主 幹 1 - - - - 1 - - - - -

主 任 技 師 2 - - - 1 1 - - - - -

◇　上記の数には産休・育休中の職員1名が含まれている。
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